
お願い！！ 
Ｖｅｒ１１.０.０にアップデートする前に、 

(1) クリーンアップ を行って 
(2) 必ず、バックアップ をとって下さい。 

ピアツーピア、クラサバのお客様は、すべてのパソ

コンでアップデートをして下さい。 
 
※持ち運びオプションを使用してデータを持ち出している場合は、すべてのパソ

コンのアップデートができません。必ず、すべてのパソコンを事業所に持ち帰

り、データを戻して(モバイル状態でなくして)アップデートしてください。 
 
■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 

ご注意！ 
Ｖｅｒ１１.０.０へのバージョンアップが終わったら･･ 

 ▼ 

（１）すべての事業所の地域区分を確認してください。 

地域区分が変わった市町村では、すべての事業所の地域区分を新しい区分に

変えてください。 

 
 



『ゆう！ケア』Ｖｅｒ１１.０.０改善内容                       2015.3 (株)フォーエヴァー 

 2

 

『介護保険』の Ｖｅｒ１１.０.０ のＣＤ－ＲＯＭの内容 2015.3.20 (株)フォーエヴァー  
※Ｖｅｒ１１.０.０のＣＤ－ＲＯＭは、すべてのお客様にお届けしています。 

（１）Ｖｅｒ１１.０.０は、Ｖｅｒ１０.０.０及びＶｅｒ１０.１.０をアップデートするものです。他

のバージョンからアップデートすることはできません。 
（２）Ｖｅｒ１１.０.０のＣＤ－ＲＯＭで、新規にインストールすることができます。 
（３）クラサバのお客様は、弊社または販売協力会社の者がお伺いしてアップデート作業を行います。 
（４）持ち運びオプション(モバイル)を使用してデータを持ち出している場合は、すべてのパソコン

のアップデートができません。必ず、すべてのパソコンを事業所に持ち帰り、データを戻して(モ
バイル状態でなくして)アップデートしてください。 

（５）Ｖｅｒ１１.０.０のＣＤ－ＲＯＭの中には操作マニュアルは入っていません。操作マニュアル

は、後日、ホームページで公開します。 
 
 
今後の弊社ホームページの情報にご留意ください。 

    弊社ホームページは･･  http://www.fvr.co.jp/ 
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■Ｖｅｒ１０→Ｖｅｒ１１.０.０への移行留意点 
ご承知のように、今回の報酬改定で地域区分が変わりました。また、介護職員処遇改善加算やサービ

ス提供体制強化加算などが変更され、その他の加算の追加／削除に伴い、事業所施設区分(いわゆる“型”)
も変わっている場合があります。Ｖｅｒ１１.０.０では、このように事業所施設区分などが変わったサ

ービスは、事業所登録のサービス内容登録では、平成２７年３月３１日でいったん履歴が切られ、平成

２７年４月１日～の履歴が自動的に追加されています。そして、追加された加算や体制などは、原則と

して、“なし”や“見なしされているもの”に設定されています。 
従いまして、Ｖｅｒ１１.０.０では、平成２７年４月１日以降について、必ず、地域区分

と、すべての事業所の施設区分などを確認して、違っている場合は適しているものに変更

してください。 
 
１．地域区分 
 地域区分は１級地・２級地・３級地・４級地・５級地・６級地・７級地・その他になりました。 
Ｖｅｒ１１.０.０では、 

・５級地の２→５級地 
・６級地の２→６級地 

以上の２つの級地は自動的に変更していますが、他の級地については変更していません。 
 ７級地が増えたことなどで級地が変更になった市町村がたくさんありますが、このように、地域区分

が変わった市町村の事業所は、必ず、平成２７年３月３１日でいったん履歴を切って、平成２７年４月

１日～の新しい地域区分の履歴を追加してください。 

 

 
 
 
 

平成 27 年 4 月 1 日からの履歴を追加

します。 

新しい地域区分を設定します。 
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２．事業所施設区分など･･サービス名の後ろの数字は該当するサービスの種類番号 

(1) 介護職員処遇改善加算 
介護職員処遇改善加算は 

→“加算Ⅰ” 
     “加算Ⅰ”→“加算Ⅱ” 

“加算Ⅱ”→“加算Ⅲ”（“加算Ⅱ”の９０％） 
“加算Ⅲ”→“加算Ⅳ”（“加算Ⅱ”の８０％） 

に変更になりました。 
事業所登録のサービス内容で、処遇改善加算は平成２７年４月以降の加算表記に設定されています。 
▼ 
処遇改善加算の新しい“加算Ⅰ”を算定する事業所は、事業所のサービス内容の平成２７年４月１

日～の履歴を作成して、“加算Ⅰ”を設定してください。 

 

 
(2) サービス提供体制強化加算 

  サービス提供体制強化加算は、通所介護、通所リハ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、施設

サービス等で、新しく“加算Ⅰイ”等が追加され、例えば 
              →“加算Ⅰイ” 

加算Ⅰ”→“加算Ⅰロ” 
に変更になりました。 
事業所登録のサービス内容で、サービス提供体制強化加算は平成２７年４月以降の加算表記に設定

されています。 
また、平成２７年４月から限度額管理対象外の加算になりました。 

 ▼ 

新しい処遇改善加算を設定

します。 

平成 27年 4月 1日からの履歴を

追加します。 
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サービス提供体制強化加算が変更になった事業所は、事業所のサービス内容の平成２７年４月１日

～の履歴を追加して、新しい加算区分を設定してください。 
 

(3) 通所介護(15)、通所リハ(16)   
  通所介護(15)、通所リハ(16)の中重度者ケア体制加算は(通所介護：45 単位、通所リハ：20 単位)は
体制加算です。 
▼ 
事業所登録のサービス内容の平成２７年４月１日～の履歴を確認して、算定する場合は“有”に変

更してください。 
 

(4) 老健以外の短期入所療養介護(23,26)、介護療養型医療施設入所(53) 
  介護療養型医療施設系の短期入所療養介護は、人員配置区分が、従来型と療養機能強化型（Ａ・Ｂ）

になりました。従来型と機能強化型では所定単位数が異なります。 
  平成２７年４月１日～の事業所登録のサービス内容は人員配置区分が、“療養機能強化型以外”に

設定されています。 
▼ 
事業所登録のサービス内容の平成２７年４月１日～の履歴を確認して、強化型の場合は人員配置区

分を変更してください。 
 

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(76) 
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(76)の総合マネジメント体制強化加算(1000 単位)は体制加算で

す。 
▼ 
事業所登録のサービス内容の平成２７年４月１日～の履歴を確認して、算定する場合は“有”に変

更してください。 
 

(6) 夜間対応型訪問介護(71) 
  夜間対応型訪問介護は、施設区分を分けて入力するようにしました。 
  平成２７年４月１日～の事業所登録のサービス内容は事業所・施設区分が、“Ⅰ型”に設定されて

います。 
▼ 
事業所登録のサービス内容の平成２７年４月１日～の履歴を確認して、Ⅱ型の場合は事業所・施設

区分を変更してください。 
また、「Ⅰ型」「Ⅱ型」の両方行っている事業所は、連番で登録してください。 
 

(7) 小規模多機能型居宅介護(73) 
 小規模多機能型居宅介護(73)の訪問体制強化加算 (1000 単位)と総合マネジメント体制強化加算 
(1000 単位)は体制加算です。 
▼ 
事業所登録のサービス内容の平成２７年４月１日～の履歴を確認して、算定する場合は“有”に変

更してください。 
 

(8) 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）(77) 
看護小規模多機能型居宅介護(77)の訪問看護体制減算、訪問看護体制強化加算 (2500 単位)と総合
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マネジメント体制強化加算 (1000 単位)は体制加算です。 
▼ 
事業所登録のサービス内容の平成２７年４月１日～の履歴を確認して、算定する場合は“有”に変

更してください。 
 

(9) 介護予防小規模多機能型居宅介護(75) 
 介護予防小規模多機能型居宅介護(75)の総合マネジメント体制強化加算 (1000単位)は体制加算です。 

▼ 
事業所登録のサービス内容の平成２７年４月１日～の履歴を確認して、算定する場合は“有”に変

更してください。 
 
３．受給者登録 
(1) ２割負担の登録のため、基本情報に給付率を入力する欄ができました。 

今後、「給付額の減額」や「１割定率負担の減免」で給付率が変更になる場合も、基本情報で給付

率を変更してください。 
なお、これまで認定情報で入力されていた「給付額の減額」や「１割定率負担の減免」、施設の介

護履歴で入力されていた旧措置時の給付率は入力できなくなっています。 
(2) 住所地特例  

基本情報に住所地特例の対象になる保険者番号の入力欄ができました。  
住所地特例の対象者は、平成２７年４月１日からの基本情報の履歴を作成して施設所在

地保険者番号を登録してください。  

 
(3) 多床室の居住費  

多床室の基準費用額と、第２段階と第３段階の利用者負担限度額は、４月から３２０円

から３７０円になります。利用者負担第２段階と第３段階の利用者は、平成２７年４月

１日から受給者登録の基本情報で、履歴が追加されています。  
また、特養の入所者の介護履歴についても、４月１日からの履歴が追加されています。 

給付率が変更になる場合

はここに入力します。 

住所地特例対象者は、施設所在地保

険者番号を登録します。 
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(4) 難病法の公費について  
難病法の公費に対応しましたので、1 月からすでに難病法の公費を受給していて、「特定

疾患 (51)」などを代わりに登録していた利用者については、公費情報を登録し直してく

ださい。  
 
４．Ｖｅｒ.１０で４月以降のサービスを入力している場合 
４.１『給付(予防給付)』のスケジュール 
（１）既存のＶｅｒ.１０で４月以降のサービスを入力している場合、基本的には新しい単位数のサー

ビスに変換されますが、通所リハの個別リハビリテーション実施加算や短期入所生活介護の緊急短

期入所体制確保加算、短期入所療養介護（老健）のリハビリテーション機能強化加算、小規模多機

能型居宅介護の事業開始時支援加算など今回の改定で削除された加算が算定されているサービスは、

エラーデータとなります。 
（２）処遇改善加算 

処遇改善加算があるサービスで新たに処遇改善加算Ⅰを算定する事業所は、①事業所登録のサービ

ス内容の処遇改善加算を“加算Ⅰ”に設定して、②スケジュールデータを“修正”するか、削除して

登録し直してください。 
（３）短期入所療養介護（老健以外）(23,26) 
  短期入所療養介護は人員配置区分が「療養機能強化型」と「療養機能強化型でない」になりました

ので、①事業所登録のサービス内容の人員配置区分を確認して、療養機能強化型の場合は②スケジュ

ールデータを“修正”するか、削除して登録し直してください。 
（４）夜間対応型訪問介護(71) 
  夜間対応型訪問介護は人員配置区分が「Ⅰ型」と「Ⅱ型」になりましたので、①事業所登録のサー

ビス内容の人員配置区分を確認して、「Ⅱ型」の場合は②スケジュールデータを“修正”するか、削

除して登録し直してください。 
（５）同意・締め処理をしている場合 
   同意や月締め処理をしている場合は、すべて解除されます。 
 
 上記以外にも対応が必要な場合があるかも知れませんので、まことにお手数ですが、すべてのスケ

ジュールデータについて、意図している単位数・サービスコードになっているかを確認してください。 
 
４.２『まい・通所』 
  入力済みのデータはいったんすべて削除されます。事業所施設区分、サービス時間の長さ、各種

加算などを確認して入力し直してください。 
 
４.３『まい・プラン』 

入力済みのデータはいったんすべて削除されます。事業所施設区分、サービス時間の長さ、各種

加算などを確認して入力し直してください。 
 
４.４『まい・ハウス』 

外部利用型サービスの場合、入力済みの外部サービスのデータはいったんすべて削除されます。

サービス種類、サービス時間の長さなどを確認して入力し直してください。 
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■Ｖｅｒ１１.０.０の機能制限 
ご迷惑をおかけしますが、Ｖｅｒ１１.０.０ではいくつかの機能制限があります。 
（１） 「標準マスタ」について 

Ｖｅｒ１１.０.０は、単位数などの元になっている国保中央会の「標準マスタ」は暫定版です。従

いまして、４月に確定版の標準マスタを組み込んだＶｅｒ１１.１.０をリリースする予定です。 
国保連への請求ＣＳＶは、必ず、Ｖｅｒ１１.１.０で作成してください。 

（２）『まい・給付』 
  ①「68：小規模多機能型居宅介護（短期利用）」「79：複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介

護・短期利用）」及び「69：介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用）」の３つのサービスにつ

いては、平成 27 年 5 月請求分及び 6 月請求分では国保連への請求が行えないので、画面でのサー

ビスの入力はできません。 
  ②「23：短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）」「26：介護予防短期入所療養介護（介護療養

型医療施設等）」「53：介護療養施設サービス」の療養強化型について、患者の状態等を記載するよ

うですが、Ｖｅｒ１１.０.０では未対応とします。 
 
■Ｖｅｒ１１.０.０の留意点 

Ｖｅｒ１１.０.０では機能制限の外にも、いくつかの留意点があります。 
 

［『まい・給付』まわり］ 
（１）サービスコードが増加したため、月の最初のサービスを入力するとき、サービス登録画面の表示

が遅くなる場合があります。 
（２）定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機

能型居宅介護（短期利用以外）、小規模多機能型居宅介護（短期利用）、複合型サービス（看護小規

模多機能型居宅介護・短期利用以外）、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短期利用）

及び要支援時の介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用以外）、

介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用）の各サービスで、住所地特例のサービスであること

を設定できるようになりました。 
   住所地特例の対象者のスケジュール入力で、受給者登録で施設所在地保険者番号に登録した

保険者にある対象事業所のサービスを入力する場合、住所地特例のチェックを付けてください。 
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（３）サービス利用票／提供票別表を２０１５年４月以降のフォーマットに対応させました。 

 
 
 
 

住所地特例の場合は、ここをチェック

します。 

「保険対象」が「保険／事業対象」に

変更されました。 

「定額利用者負担単価金額」

欄が追加されました。 
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［『サービス計画書』まわり］ 
（１）「計画書」「担当者会議」「支援経過」「モニタリング」はそれぞれ別にサブメニュー上に表示され

ます。 
また、「計画書」「担当者会議」「支援経過」「モニタリング」はそれぞれ別に保存されます。例えば

「計画書」を新しく追加して保存しても「支援経過」などは追加されません。 
同様に、「まい・包括」の「ケアチェック表」、「まい・ＭＤＳ」の「ケアプラン表」も別に保存さ

れます。 
（２）「課題整理総括表」「評価表」を追加しました。 
 ※他にも、サービス計画書は全体の画面レイアウトが変更になっています。 
  詳細は、別紙「『ゆう！ケア』Ｖｅｒ．１１補足説明書 - 介護サービス計画書機能の変更内容」

を参照してください。 
 
［特定施設］ 
（１）全体的に画面の雰囲気が変わっていますが、それぞれの画面で行う処理は変わっていません。 
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■Ｖｅｒ１１.０.０での改善 ･･すでにホームページでリリースしているものも含まれています。 
１．『登録』 
① ２０１５年４月の改定に対応しました。 
② 難病公費（54）に対応しました。 
③ 受給者登録で、２割負担を登録できるようにしました。 
④ 受給者登録の認定情報で、保存時に日付変換エラーが発生し、保存できないことがある件を修正

しました。 
⑤ 受給者登録で、住所地特例の対象者を登録するようにしました。 

２．『アセスメント』 
① 「まい・包括」のアセスメント画面・帳票を新しくしました。 
② システム形態がＰＰまたはＣＳの場合、アセスメントの終了時に『ClientID「xxxxx」の受給者が

存在しません』というエラーが発生することがある件を修正ました。 
③ 「認定調査」で、特記事項を複数行入力すると、次の項目と重なって印刷されることがある件を

修正しました。 
④ 「まい・ＭＤＳ」で、薬剤調査票の経口薬を入力しても、印刷されないことがある件を修正しま

した。 
⑤ 「まい・予防ケア」で、利用者基本情報帳票の同意文の誤字を修正しました。 

３．『介護サービス計画』  
① サービス計画書の画面・帳票を新しくしました。 
② 課題整理総括表・評価表を追加しました。 
③ 計画書・担当者会議・支援経過・モニタリングを、サブメニューで別々に表示し、それぞれ直接

呼び出せるようになりました。 
④ 計画書・担当者会議・支援経過・モニタリングを別々に作成・保存するようにしました。 
⑤ 担当者会議・支援経過・モニタリングは新規作成せずに、引き続き入力できるようにしました。 
⑥ 「まい・包括」のケアチェック画面・帳票を新しくしました。 

４．『まい・給付』  
① ２０１５年４月改定後のサービスコード（2015 年 3 月 10 日暫定版マスタ）に対応しました。 
② 難病公費（54）に対応しました。 
③ サービス利用票／提供票別表を２０１５年４月以降のフォーマットに対応させました。 
④ ＣＳＶツールを２０１５年４月の改定に対応しました。 
⑤ 単独加算サービス登録画面を新しくしました。 
⑥ 地域密着型サービスで、住所地特例サービスを設定するようにしました。 

５．『まい・レセプト』  
① ２０１５年４月の改定に対応しました。 
② 難病公費（54）に対応しました。 
③ レセプトメニュー起動後、「ゆう！ケア」終了時の最適化でエラーになることがある件を修正しま

した。 
④ レセプトＣＳＶコピーで、インターネット伝送用のユーザーＩＤが入力できない件を修正しまし

た。 
⑤ レセプトＣＳＶコピーで、インターネット伝送の場合、「伝送ディレクトリにコピー」が選択され

るように修正しました。 
⑥ 提供サービス入力で、加算サービスが入力されている場合に仮集計すると、サービス実日数が多

いことがある件を修正しました。 
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⑦ 給付管理票のインターネット伝送ＣＳＶを作成すると、給付管理総括票データが出力されてしま

う件を修正しました。 
６．『まい・プラン』  
① ２０１５年４月の改定に対応しました。 
② 難病公費（54）に対応しました。 
③ 外泊費用を算定しない外泊を設定時に、居住費の利用者全額負担額が設定できないことがある件

を修正しました。 
④ 公費請求額が公費本人負担額より少ない場合に、公費請求額がマイナスになることがある件を修

正しました。 
⑤ 退所後加算入力で、登録済の退所後加算が表示されないことがある件を修正しました。 

７．『まい・通所』  
① ２０１５年４月の改定に対応しました。 
② ＣＳＶツールを２０１５年４月の改定に対応しました。 
③ 保険外費用を入力している場合に、利用情報入力で保存時にエラーとなることがある件を修正し

ました。 
８．『まい・ホーム／まい・ハウス』  
① ２０１５年４月の改定に対応しました。 
② 「まい・ハウス」の画面を新しくしました。 

９．『ツール、他』  
① 「統計ツール」で、施設の退所後加算等が入力されている場合に、利用回数が多いことがある件

を修正しました。 
 


